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第 １ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２７年１月２０日（火）午後２時００分 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 第１会議室 

 

出 席 部 会 委 員   25 伊藤
い と う

 武則
たけのり

・26 稲葉
い な ば

 和久
かずひさ

・27 大井
お お い

 一司
か ず し

・28 鈴木
す ず き

 照
てる

正
まさ

 

29 田口
た ぐ ち

 慶則
よしのり

・30 諸戸
も ろ と

 善
よし

昭
あき

・31 上川
うえかわ

 洋文
ひろふみ

・32 田中
た な か

 竹
たけ

次
つぐ

 

33 守山
もりやま

 孝之
たかゆき

・35 池田
い け だ

 昌司
ま さ し

・36 井谷
い た に

  㓛
いさお

・37 岸野
き し の

 隆夫
た か お

 

38 中川
なかがわ

 和雄
か ず お

・39 藤田
ふ じ た

  武
たけし

・40 結城
ゆ う き

 晉三
しんぞう

・42 片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

 

47 中谷
なかたに

 秀也
ひ で や

 

                                    以上１７名 

 

欠 席 部 会 委 員 

 

出席部会員外委員  34 浅井
あ さ い

 競
きそお

 

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・鈴村事務局次長・中西担当副主幹 

 

総 合 支 所  久居：加賀主査 一志：片山担当主幹 白山：前田担当副主幹 

          美杉：小林担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者  ２８ 鈴木
す ず き

 照
てる

正
まさ

・３９ 藤田
ふ じ た

  武
たけし

 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借権） 

 報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

                          （農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                          （農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                           （農業委員会許可・賃貸借権） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                           （農業委員会許可・使用貸借） 

 議案第６号 非農地証明願について 
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 議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に 

       ついて （別冊） 

 議案第８号 農地等の権利移動にかかる下限面積の「別段の面積」について 

 

 

議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、早速ですが、第１回第２農地部会を開会させていただきます。 

       本日の議事録署名委員、２８番 鈴木委員、３９番 藤田委員、ご両人、よ

ろしくお願いします。 

       それでは、まず初めに会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号から

報告第６号につきましては事務局から一括して報告を願います。 

 

事 務 局   議案書の１ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

       番号１から５で、件数は５件、合計面積は田で１２，２１６㎡でございます。 

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸し人、借り人、双方の合意によ

り解約したものであります。 

       引き続き、２ページ、３ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       番号１から４で、３ページになりますが、合計で件数は４件、面積は１３，

１５１．９４㎡で、その内訳は、田が１１，１０５．９４㎡、畑が１，９８０

㎡、その他、これは台帳地目が雑種地、現況地目が田ですが、６６㎡でござい

ます。 

       これらにつきましては、相続の届け出でございまして、あっせんの希望はご

ざいませんでした。 

       また、現況地目が宅地などになっているところは、無断転用の可能性があり

ますので、届け出人に対して指導しております。 

       ４ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

       番号１は、貸駐車場用地、番号２は、一般個人住宅用地、番号３は、駐車場

及びごみ集積所用地。 

       以上、件数は３件で、合計面積は畑で２，０９８㎡でございます。 

       ５ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

       番号１は、一般個人住宅用地、番号２は、太陽光発電施設用地、番号３は、

一般個人住宅用地、番号４は、駐車場及び倉庫用地、番号５は、宅地分譲用地。 

       以上、件数は５件で、合計面積は２，１７７㎡、この内訳は田が２６２㎡、

畑が１，９１５㎡でございます。 

       ６ページをお願いいたします。 

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借

権）でございます。 
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       番号１、店舗用地の１件で、合計面積は２，４９６㎡、この内訳は田が   

１，４３３㎡、畑が１，０６３㎡でございます。 

       ７ページをお願いいたします。 

       報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。 

       番号１、一般個人住宅用地の１件で、合計面積は田で２２１㎡でございます。 

       報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       ただいま事務局から報告がありましたとおりですので、よろしくお願いしま

す。 

       それでは、議案事項に入らせていただきます。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   それでは、８ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 久居、受人     、面積１１，８７１．１２㎡、渡人 

     外 1 名、面積２５８㎡、申請地 戸木町狐塚    、台帳地目・

現況地目とも畑、面積２５８㎡です。 

       これにつきましては、受人は、高齢化のため離農する渡人から申請地を譲り

受け、営農を拡大するものです。 

       番号２、地区 栗葉、受人     、面積９，４０２㎡、渡人     、

面積１，７７４㎡、申請地 庄田町上出    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積６０３㎡。 

       これにつきましては、受人は、遠方のため営農を縮小する渡人から申請地を

譲り受け、営農を拡大するものです。 

       番号３、地区 大三、受人     、面積４，６８６㎡、渡人     、

面積４，６５２㎡、申請地 白山町二本木柏原    、台帳地目・現況地目

とも田、面積５７６㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢化による労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

番号４、地区 下之川、受人     、渡人     、面積３，９６４

㎡、申請地 美杉町下之川神山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 

 ６５７㎡外４筆で、合計面積３，０５９㎡。 

       これにつきましては、後継者に経営移譲するものです。 

       以上、件数は４件、合計面積は４，４９６㎡、その内訳は田が２，９７８㎡、

畑が１，５１８㎡でございます。 

       いずれの案件も、農業を真面目に行い、農機具も保有しており、周辺の農地

に影響もなく、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全て

を満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、立ち会っていただ
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きました地元委員のご意見をお伺いします。１番、お願いします。 

 

大井委員   ２７番 大井。１５日、午前に久居の事務局の方及び地元委員で現地確認に

行ってまいりました。場所は    の北側、さらに高速道路の西側に狐塚と

いう集落がありますが、その集落の中の畑の一角で、特に問題ないと思われま

す。今回譲り受けされる方も、約１町歩以上、耕作されており、特に問題ない

と思われますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

鈴木委員   ２８番 鈴木。番号１と同じ日に現地確認を行ってまいりました。場所は、

国道１６５号線で西のほうへ行きまして長野川を渡る    というのがあり

ます。それの戻ること１ｋｍぐらい手前のところに畑はあります。詳細につい

ては事務局の説明どおりですので、何ら問題はないかと思われますので、よろ

しくご審議お願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番、お願いします。 

 

井谷委員   ３６番 井谷。この場所ですが、大三二本木に    があるんですが、そ

の    の店舗の南側のところであります。田んぼでございまして、何ら事

務局の説明どおり問題はないので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。４番、お願いします。 

 

結城委員   ４番 結城。下之川、４番について説明をいたします。１５日に委員４名と

事務局とで現地を確認いたしました。譲渡人の    は高齢者であるため、

後継者である受人に所有権移転をしたいということでございます。この譲り受

人は、    の運転手もしながら農地を守っていきたいということでござい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いしたいと思

いますが、よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第１号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することを決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   ９ページをお願いいたします。 
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       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

       番号１、地区 久居、申請者     、申請地 戸木町東羽野    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積１６８㎡です。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 久居、申請者     、申請地 戸木町上野    、台

帳地目・現況地目とも畑、面積７３２㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は３１６．５３㎡で、転用面積の４３％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 栗葉、申請者     、申請地 庄田町上出    、台

帳地目・現況地目とも畑、面積７９０㎡外３筆、合計面積１，０９７㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積が４６０㎡で、転用面積の４１．９％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号４、地区 大井、申請者     、申請地 一志町石橋上ノ垣内 

    、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積６９㎡外１筆、合計面積 

５８１㎡。 

       これにつきましては、昭和４０年ごろ、杉やヒノキを植林されており、始末

書の提出がありますことから追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号５、地区 波瀬、申請者     、申請地 一志町波瀬小路垣内 

    、台帳地目・現況地目とも田、面積４９５㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は１７４．６７㎡で、転用面積の３５％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は５件、合計面積は３，０７３㎡、その内訳は田が４９５㎡、畑

が２，５７８㎡でございます。 

       いずれの案件も農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可要件の全

てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意

見をお伺いします。１番、お願いします。 

 

大井委員   ２７番 大井。１番、２番、続けて説明させていただきます。 

       １番、２番、１５日に現地確認に行ってまいりました。戸木地区にある 

    の北側の集落になるんですけど、１番については久居から戸木、庄田

へ抜けていく旧道沿いのお家でして、家に隣接する畑を、家を建替えというこ

とで、そのまま転用したいということで、特に問題ないと思います。 

       ２番は、    に隣接する農地でして、家の南側に２反ぐらいの畑がある

んですけど、きれいに管理されています。そのうちの１反を今回、太陽光にし

たいということで、これも特に問題ないと思いますので、よろしくお願いしま

す。 
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議  長   ありがとうございます。３番、お願いします。 

 

鈴木委員   ２８番 鈴木。１５日に地元委員と事務局で午前中、現地確認に行ってまい

りました。また、午後には、会長、部会長、事務局とともに現地確認を行って

いただきました。 

場所は、国道１６５号線で   があるんですけど、それから１ｋｍぐらい

南へ行ったところで、それをその道をまた真っすぐ行くと    、一志町其

倉へ行く道路の近隣にあります。以前はお茶を作っていましたが、人手不足と、

また遠方へ運ばなければならないということで、お茶をやめて太陽光発電をし

たいということになりました。説明は事務局どおりですので、よろしくご審議

お願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。４番、お願いします。 

 

上川委員   ３１番 上川。４番、５番を説明させてもらいます。 

       ４番は、場所は   の西へ約１００ｍのところです。谷間で湿地で、既に

木も大きく育っていました。始末書等も出ておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

       ５番は、波瀬の室の口というところで、非常に細長い田でトラックもＵター

ンできないぐらい細長いです。太陽光にしたいということです。問題も何もあ

りませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いしたいと思

います。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第２号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することと決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・所有権移転）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   それでは、議案書１０ページから１２ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 久居、受人     、渡人     外２名、申請地 新

家町下松ノ中    、台帳地目・現況地目とも田、面積６９０㎡外３筆、合

計面積２，５７５㎡です。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設

用地とするものです。 
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       パネル設置面積は１，２８０㎡で、転用面積の４９．７％になります。農地

区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 久居明神

町八丁山    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積３０３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、隣接する農地以

外の土地で開発する太陽光発電施設の受変電設備の用地とするものです。農地

区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 庄田町八

王子田    、台帳地目・現況地目とも畑、面積４５６㎡外２筆で、合計面

積２，４１２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設

用地とするものです。パネル設置面積は、７０５．７㎡、転用面積の２９．３％

になります。なお、利用率が低い点について、申請地が不整形で、申請地を分

断する赤道があるためとの理由書が添付されております。農地区分は、第２種

農地と判断されます。 

       番号４、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 森町下新

田    、台帳地目・現況地目とも田、面積７５０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、建築業のための

資材置き場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号５、地区 栗葉、受人     、渡人     外１名、申請地 庄

田町若林    、台帳地目・現況地目とも畑、面積３４８㎡外４筆、合計面

積１，０４３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、一般個人住宅及

び資材・機械置き場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断され

ます。 

       番号６、地区 榊原、受人     、渡人     、申請地 榊原町中

上    、台帳地目・現況地目とも田、一部雑種地、面積３７０㎡、１１ペ

ージになりますが、外２筆で合計面積４８８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、駐車場及び倉庫

用地とするものですが、申請地の一部が平成１０年５月ごろにこの目的で転用

されておりまして、渡人から始末書の提出があります。農地区分は、第２種農

地と判断されます。 

       番号７、地区 川合、受人     、渡人     外１名、申請地 一

志町小山中野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２６４㎡外５筆、合

計面積１，８８１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設

用地とするものです。パネル設置面積は７４１．８㎡で、全体面積の約４０％

になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号８、地区 高岡、受人     、渡人     、申請地 一志町田

尻上ノ    、台帳地目・現況地目とも畑、面積３５０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、一般個人住宅及

び車庫用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号９、地区 川口、受人     、渡人     、申請地 白山町川

口二川    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積４．１２㎡。 

       これにつきましては、受人は、平成元年に渡人から申請地を譲り受け、自宅

への進入路として利用しており、受人、渡人連名で始末書の提出がありますこ
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とから追認しようとするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１０、地区 川口、受人     外１名、渡人     、申請地白

山町川口岩脇    、台帳地目・現況地目とも田、面積４１６㎡外１筆、合

計面積５７５㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、駐車場及び自宅

の庭園用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１１、地区 川上、受人     、渡人     、申請地 美杉町

川上太郎垣内    、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積２８２㎡外２筆

で、１２ページになりますが、合計面積５４７㎡。 

       これにつきましては、申請地には、渡人により昭和４５年ごろ植林されてお

り、受人は、山林として申請地を譲り受けるものです。なお、渡人から始末書

の提出がありますことから追認しようとするものです。農地区分は、第２種農

地と判断されます。 

       以上、件数は１１件、合計面積が１０，９２８．１２㎡で、その内訳は、田

４，２５５㎡、畑６，６７３．１２㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ただいま説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意見

をお伺いします。１番、お願いします。 

 

田口委員   ２９番 田口。１５日に現地確認しました。場所は、    の北側で事務

局の説明どおりですので、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

稲葉委員   ２６番 稲葉。１５日に現地確認に行ってまいりました。場所は、    の

真東で、道１本隔てて道路沿いにある畑です。事務局の説明どおり、何ら問題

ないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番、お願いします。 

 

鈴木委員   ２８番 鈴木。３番、４番、５番と説明させていただきます。よろしくお願

いいたします。 

       ３番は１５日に、現地確認に行きました。会長、事務局で現地確認を行いま

した。場所は、今の    のある国道１６５号線と    が交わる信号か

ら、    へ入って、約１ｋｍから１．５ｋｍぐらい西へ行ったところで、

ちょうど、倉庫がある真東になりまして、別に何ら問題はないかと思われます。 

       ４番は、森町の集落の東の外れで、周辺には畑、また田があるところで、別

に問題はないと思われます。 

       ５番は、    の信号から県道庄田出家線を南へ行っていただきまして、

信号を西へ行ってもらいますと    があるんですけども、それのちょうど

北側で、    の自宅もその近くにあり、何ら問題はないかと思われます。 
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また、詳細については事務局の説明どおりですので、よろしくご審議お願い

いたします。 

 

議  長   ありがとうございます。６番、お願いします。 

 

伊藤委員   ２５番 伊藤。１５日に現地確認に行ってまいりました。場所は、県道亀山

白山線で   から西へ向かうこと１ｋｍのところで、その地元というのは 

    がございました。それから、寺野地区というところから入りまして、

それから２００ｍぐらい白山寄りに行って、右手にちょっと路地へ入りました

ところです。事務局の説明もありましたとおり、何ら問題ないと思いますので、

よろしくご審議ください。 

 

議  長   ありがとうございました。７番、お願いします。 

 

田中委員   ３２番 田中。７番、８番と説明をさせてもらいます。 

       ７番は、１月１５日午後、会長、部会長、事務局も来てもらいまして現地を

確認してもらいました。 

場所については、    の東側というふうなところございます。細部につ

きましては事務局の説明どおりですので、よろしくお願いしたいと思います。 

       ８番は、同日に委員４名と事務局２名で現地を確認いたしました。 

場所につきましては、    の東側、ちょうど１００ｍぐらいのところが

現地でございます。細部につきましては事務局の説明どおりですので、ひとつ

よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。９番、お願いします。 

 

池田委員   ３５番 池田。９番、１０番と説明させていただきます。 

       ９番の場所は、    から１００ｍぐらい中学校のほうへ向かいまして、

それから左側へ１００ｍぐらい行ったところで現地はあります。事務局の説明

どおり、何ら問題がありませんので、よろしくお願いいたします。 

       １０番は、場所は県道久居美杉線で、    が右側にありまして、それか

ら５０ｍぐらい行ったところの左側に５、６軒家が建っています。その道沿い

の中で、譲受人と譲渡人のちょうど川の北側になって道沿いで三角の田がござ

います。排水も問題がないし、買われる家の裏側ということと、もう一つの田

につきましては自宅の真ん前で、前にも家が建っているところで、何ら問題が

ないと思いますので、よろしくご審議願います。 

 

議  長   ありがとうございます。１１番、お願いします。 

 

岸野委員   ３７番 岸野。１５日に委員４名と支所の担当者で調査を行ってまいりまし

た。申請地は、川上という集落に隣接をしておりますが、周囲は山林でありま

すし、もう４５年過ぎるぐらいの大きな木でございますので、審議のほうをよ

ろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いしたいと思い

ます。よろしいですか。 
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部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第３号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については許可することと決定し

たいと思います。 

       引き続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて（農業委員会許可・賃貸借権）を議題といたします。事務局、説明願い

ます。 

 

事 務 局   １３ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 

       番号１、地区 栗葉、借人     、貸人     外１名、申請地 稲

葉町南山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積３１９㎡外１筆、合計面

積８１６㎡です。 

       これにつきましては、借人は、貸人と１０年間の賃貸借契約をし、資材置き

場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 下多気、借人     、貸人     、申請地 美杉町

下多気下之世古    、台帳地目・現況地目とも田、面積７６３㎡。 

       これにつきましては、貸人は、みずからが代表となっております会社と１０

年間の賃貸借契約をし、資材置き場用地とするものです。農地区分は、第２種

農地と判断されます。 

       以上、件数は２件、合計面積は１，５７９㎡で、その内訳は、田７６３㎡、

畑８１６㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意

見をお伺いします。１番、お願いします。 

 

鈴木委員   ２８番 鈴木。１５日に地元委員と事務局で現地確認に行ってまいりました。

場所は農免道路沿いです。大鳥町のほうで、それをしばらく１．５ｋｍぐらい

行くと、ちょうど交差する手前になります。畑になって、周辺としてはほとん

ど畑で耕作をしておりますけども、農用地の除外申請がこの１月になる予定で

すもので、除外申請の許可がおりてきてから許可を出してもらいたいと思いま

す。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

結城委員   ４０番 結城。借人は水道設備事業を経営しておりまして、現在は資材置き
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場が非常に狭く、荒れております。それを一括して一個所へ寄せるということ

で申請が上がりました。それで、平成２７年２月１日から１０年間、資材置き

場をしたいということでございます。地元委員は合意しておりますので、よろ

しくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ただいま地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いし

たいと思います。どうですか。よろしいですか。 

 

会  長   鈴木委員の意見についてどうですか。 

 

議  長   事務局、鈴木委員が言われたこと、お願いします。 

 

事 務 局   農用地の除外の手続きにつきましては現在提出中ということで、除外の手続

きが完了しますのが、標準処理期間内の１月中には完了するということで、農

地転用の許可もその日に合わせた形で許可証を発行するということです。 

 

議  長   許可後ですね。 

 

事 務 局   はい。 

 

議  長   よろしいですか。 

 

鈴木委員   はい。 

 

議  長   皆さんよろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第４号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可することを決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・使用貸借）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １４ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 久居、借人     、貸人     、申請地 須ヶ瀬町

須村    、台帳地目・現況地目とも田、面積５２２㎡です。 

       これにつきましては、借人は、貸人と無期限の使用貸借契約をし、申請地を

一般個人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 栗葉、借人     、貸人     、申請地 森町森垣
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内    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２６８㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人と２０年間の使用貸借契約をし、隣接地

と一体利用の上、申請地を一般個人住宅用地とするものです。農地区分は、第

２種農地と判断されます。 

       以上、件数は２件、合計面積は７９０㎡で、その内訳は、田５２２㎡、畑２

６８㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       事務局から説明がございましたが、立ち会っていただきました地元委員のご

意見をお伺いします。１番、お願いします。 

 

稲葉委員   ２６番 稲葉。１５日に現地確認に行きました。場所は、久居元町から 

    をおりてすぐ西側にある集落であります。事務局の説明どおり、何ら

問題ないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

鈴木委員   ２８番 鈴木。１５日に現地確認に行ってまいりました。場所は、    が

ありまして、長野川を渡りまして南側にある森という集落になります。親子関

係ですので何ら問題はないかと思われますし、詳細については事務局の説明ど

おりですので、よろしくご審議のほどをお願いします 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見をお伺いしたいと思い

ます。いかがですか。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第５号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については許可することと決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第６号 非農地証明願についてを議題とします。事務局、

説明願います。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１５ページから１６ページをお願いいたします。 

       議案第６号 非農地証明願についてでございます。 

       番号１、地区 高岡、願出者     、申請地 一志町田尻上ノ    、

台帳地目 畑、現況地目 山林、面積１２８㎡です。 

       これにつきましては、平成２年４月３０日に国土地理院が撮影した航空写真

により、このときには既に申請地は山林化していることが確認できます。 
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       このことから、申請地は耕作放棄後２０年以上が経過し、農地への復元も困

難な状況であり、これは、津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１

項第３号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明をしても差し支え

ないものと考えます。 

       番号２、地区 高岡、願出者     、申請地 一志町田尻上ノ    、

台帳地目 畑、現況地目 山林、面積３００㎡。 

       これにつきましても番号１と同様、平成２年４月３０日に国土地理院が撮影

した航空写真により、このときには既に、申請地は山林化していることが確認

できます。 

       このことから、申請地は耕作放棄後２０年以上が経過し、農地への復元も困

難な状況であり、これは、津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１

項第３号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明をしても差し支え

ないものと考えます。 

       番号３、地区 川口、願出者     、申請地一志町波瀬奥ノ山    、

台帳地目 田、現況地目 ゴルフ場、面積１，４０８㎡外１４筆、合計面積 

１６，９２３㎡です。 

       これにつきましては、昭和５０年に国土地理院が撮影した航空写真により、

このときには既に、申請地は    になっていることが確認できます。 

       このことから、申請地は農地以外の用に供され、２０年以上が経過している

土地であり、これは、津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第

２号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明をしても差し支えない

ものと考えます。 

       １６ページをお願いします。 

       以上、件数は３件、合計面積は１７，３５１㎡、その内訳としまして、田が

１３，２７０㎡、畑が４，０８１㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局より説明がありましたが、現地に立ち会っていただきました地元委員

のご意見をお伺いします。１番、お願いします。 

 

田中委員   ３２番 田中。１番、２番と説明をさせてもらいますが、１５日の午後、委

員４名と事務局２名で現地を確認いたしました。場所につきましては、 

    のちょうど北側でございます。細部につきましては事務局説明どおり

ですので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

       ２番はその隣側というふうなことで、場所も    の北側でございます。

ひとつよろしくお願いします。 

 

議  長   ３番、お願いします。 

 

上川委員   ３１番 上川。これは説明にはなかったんですけども、この原因は失念と書

いてあります。忘れておったということやと思うんです。登記を忘れておった

ということですね。 

 

事務局    はい。 
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上川委員   現地は実際に    になっておると思われます。地元の    、よくご

存じで聞いたんですが、何も問題ないということですので、よろしくお願いし

ます。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員から説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いしたいと思

います。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第６号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第６号については証明することと決定し

たいと思います。 

       続きまして、別冊としてお配りいたしました議案第７号 農業経営基盤強化

促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題としま

す。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

       別冊の津市農用地利用集積計画をお願いします。 

       表紙の次で、農用地利用集積計画地区別集計表をごらんください。 

       各地区別に、下の合計欄でご説明いたします。 

       久居地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で３１，０４１㎡、畑の賃

貸借、使用貸借で６，９４８㎡、契約件数は２４件でございます。 

       一志地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で７０，６７６．５㎡、畑

の使用貸借で９，３９９㎡、契約件数は６７件でございます。 

       白山地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１８，８２２㎡、契約件

数は５件でございます。 

       美杉地区につきましては、田の賃貸借で８１５㎡、契約件数は１件でござい

ます。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて１２１，３５４．５

㎡、畑の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて１６，３４７㎡、合計契約件数

は９７件、合計面積は１３７，７０１．５㎡となっております。 

       次に、認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は久居地区が６件、一志地区が２６件、白山地

区が３件、美杉地区が１件、合計３６件、合計面積は７４，０７５．５㎡でご

ざいます。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 



 15

       事務局の説明が終わりましたが、皆さん方のご意見をお伺いしたいと思いま

す。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第７号につい

て、ご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第７号については適正であると認め、市

長に進達することといたします。 

       続きまして、議案第８号 農地等の権利移動にかかる下限面積の「別段の面

積」についてを議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   議案書のほうに戻っていただきますようにお願いします。議案書の１７ペー

ジをお願いいたします。 

       議案第８号 農地等の権利移動にかかる下限面積の「別段の面積」について

でございます。 

       本議案につきましては、農地法第３条第２項第５号の下限面積にかわるべき

面積を新たに定め、平成２７年３月１日から施行しようとするものです。 

       対象とする地域は、津市一志町波瀬の地域で、現在、５０ａとなっておりま

す下限面積を、別段の面積として、３０ａにしようとするものです。 

       別段の面積を定めようとする理由につきましては、当該地域では、６割以上

の農家が経営規模３０ａ未満であり、耕作放棄地も比較的高い割合となってお

ります。 

       このことから、同地域について、農地の権利移動を容易にし、農地の有効利

用を進めていくために別段の面積を定めようとするものです。 

       なお、この議案につきまして、本農地部会で決定をいただきましたら、その

後、告示させていただきます。 

       この告示の手続のために必要となる日数を考慮して、別段面積を適用させて

いただくのは３月１日からとさせていただきたいと考えております。 

       また、波瀬地域以外の地域で既に別段の面積を定められておりますところも

あります。こちらの地域につきましては、従前のとおりとさせていただきたい

と思っております。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局の説明が終わりましたが、皆さん方のご意見をお伺いしたいと思いま

す。皆さん、よろしいですね。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第８号につい

て、ご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 
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議  長   異議なしと認めます。よって、議案第８号については適正であると認め、決

定したいと思います。 

 

上川委員   この件につきましてですが、委員長さん初め委員の方々、いろいろお世話に

なりました。ありがとうございました。これを機会に波瀬も荒地の減少に努め

ていきたいです。やはり、土地というのは自分の持っておるのと人に借りてお

るのと力の入れ方が違います。そこらを強調してＰＲして荒地の減少等につな

げていきたいと思いますので、ありがとうございました。 

 

議  長   それでは、議案第８号については適正であると認め、決定したいと思います。 

       以上で、本部会に付議されました審議は全て終了いたしました。ありがとう

ございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                午後２時５４分 

 

 

上記は、第１回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２７年１月２０日 

 

 

 

                     議事録署名者              

 

                     議事録署名者              


